
 

 1

資料１－２ 

 

「分譲マンションストック５００万戸時代に対応したマンション政策の

あり方について」答申案 
 

はじめに 

わが国においてマンションという言葉が定着したのは、昭和３０年代以降、中高

層の集合住宅が広く普及する過程においてであるが、集合住宅の歴史は、同潤会ア

パートなど戦前の鉄筋コンクリート造の賃貸集合住宅にまで遡る。同潤会アパート

を継承した住宅営団が、戦後閉鎖された際、その多くは分譲され、民間集合住宅の

先駆けとなった。戦後の住宅難への対処や都市不燃化の推進のために、高輪アパー

トなど公的賃貸集合住宅が建設されるようになり、昭和２０年代末から、東京都心

部に近い地区で、民間のデベロッパーや地方公共団体による、集合住宅の分譲が始

まり、昭和３０年代からは、日本住宅公団及び民間のデベロッパーにより中高層の

分譲住宅が大量に供給され、分譲マンション（以下単に「マンション」という。）

は都市における一般的な居住形態として普及してきた。 

マンションは、大都市への人口集中に伴う土地利用の高度化の進展に伴い、職住

近接という利便性や住空間の有効活用という機能性に対する積極的な評価、その建

設・購入に対する融資制度や税制の整備を背景に、供給の増大が続き、現在では、

我が国の総人口の約１割にあたる約１，３００万人が居住する重要な居住形態とし

て定着するに至っており、今後もますますその重要性を増していくことが見込まれ

る。 

しかしながら、一つの建物を多くの人が区分して所有するマンションは、集合住

宅という建物形態と区分所有という財産所有の形態ゆえに、各区分所有者等の共同

生活に対する意識の相違、多様な価値観を持った区分所有者間の合意形成の難しさ、

利用形態の混在による権利・利用関係の複雑さ、建物構造上の技術的判断の難しさ

など、その維持管理を行っていく上で多様な課題を有している。また、今後、建築

後相当の年数を経たマンションが急激に増大していくものと見込まれ、これらを円

滑に再生していく必要性も高まることが見込まれる。 
こうした課題に対して、国としても、建物の区分所有等に関する法律（昭和３７

年法律第６９号。以下「区分所有法」という。）、マンションの管理の適正化の推進

に関する法律（平成１２年法律第１４９号。以下「適正化法」という。）、マンショ
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ンの建替えの円滑化等に関する法律（平成１４年法律第７８号。以下「円滑化法」

という。）等の法制度の整備を実行し、一定の施策を講じてきたところであるが、

マンションをとりまく社会情勢の変化及び今後想定される状況を鑑みるに、従来の

施策だけではマンションの適正な維持管理・再生がなされるかどうか懸念もある。 
こうした経緯と状況を踏まえ、社会資本整備審議会では、住宅宅地分科会にマン

ション政策部会を設置し、旧住宅宅地審議会時代を含めて住宅宅地政策において今

回初めてマンションをテーマとして審議を行ってきたところであり、本答申は、良

質なマンションストックを形成するとともに、将来世代へ承継するための具体的な

マンション政策のあり方について提言するものである。 
 

１．マンションの現状及び課題 

（１）マンションストックの状況 
国土交通省の推計によると、大都市部を中心に毎年約２０万戸のペースでマン

ションの供給が続いており、平成１９年末時点のストック総数は約５２８万戸、

約１，３００万人の人々が居住している。 

その中で、築３０年を越えるストックは約６３万戸、新耐震基準策定（昭和５

６年）以前に供給されたストックは約１０６万戸にのぼっており、今後は、こう

した老朽化したマンションがさらに増加していくと見込まれる。 

老朽マンションには、さまざまな問題が存在する。平成１５年住宅・土地統計

調査のデータをもとに国土交通省が再集計したところによると、昭和４５年以前

に建設されたマンションでは、延べ床面積が５０㎡以下のものが３６％を占める

など、こうした老朽マンションは、住戸面積が狭い。また、エレベータ未設置等

バリアフリー未対応のものが多く、昭和４５年以前に建設された中層マンション

（４・５階建）のエレベータ設置率は、６％にとどまっている。このように、現

在の居住者ニーズを満たしていないという問題があるだけでなく、建物の劣化に

対応するための大規模修繕や改修など、管理組合として取り組むべき問題が増え

る傾向にある。 
 

（２）居住者の状況 
平成１５年度マンション総合調査によると、マンションへの永住意識は、昭和

５５年時点では２２．５％に過ぎなかったが、平成１５年時点では、４８．０％

にまで高まっている。そうした変化を背景に、マンションの世帯主の高齢化が進
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行しており、昭和５５年時点で７．９％に過ぎなかった６０歳以上の世帯主のマ

ンションの割合は、平成１５年時点では３１．７％になっている。また、賃貸化

率の高いマンションも増加しており、平成１５年時点で、賃貸化率が２０％を超

えるマンション管理組合は、２７．８％にのぼる。さらに、管理組合運営におけ

る将来への不安として、「管理組合活動に無関心な区分所有者の増加」を挙げる管

理組合が４割を超えており、こうした高齢化、賃貸化、無関心化等は、管理組合

の役員の成り手不足、管理組合活動の停滞、管理上生じる問題への対応力不足を

招き、マンションの適正な維持管理に支障をきたすおそれがある。平成１９年度

の国土交通省の調査によると、区分所有者が無関心で理事会も総会も開かれず、

修繕積立金がほとんどなく滞納金も長期にわたり放置されているなど、実際に、

管理組合が機能していない事例も見受けられるところである。 
老朽マンションにおいては、居住者の高齢化等の問題がより進行している。平

成１５年住宅・土地統計調査のデータをもとに国土交通省が再集計したところに

よると、平成１５年時点で「６０歳以上のみ」の世帯の割合が、全マンションの

平均１６．７％に対して、昭和４５年以前に建設されたマンションでは、平均３

９．４％となっており、居住者の高齢化が進行しているだけでなく、「一般借家」

世帯の比率が１割を超えるものが全マンションの６％に対して、昭和４５年以前

に建設されたマンションでは１１％と、賃貸化も進行している。こうした老朽マ

ンションの現状から、管理組合の役員の成り手不足、ひいては管理の空洞化が懸

念される。 
 
（３）管理等の状況 
 ① 管理主体等 

マンションの管理等の主体は、マンションの区分所有者から構成される管理組

合であり、これまで、この管理組合を中心としたマンションの管理等が行われて

きた。このような管理組合においては、複数が連携し、知識や情報を共有し、管

理の担い手やコミュニティを育んでいる事例も見られ、自律的な運営に努められ

てきたところである。 
しかし、マンションの管理等は、専門的な知識を要する事項が多いにもかかわ

らず、管理組合を構成するマンションの区分所有者は必ずしも管理等に関する専

門知識を持ち合わせているとは限らない。このことは、管理組合によるマンショ

ンの管理や再生に当たって生じる、専門的事項への対応力不足の懸念要因となる。 
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管理組合や区分所有者等の相談に応じて助言、指導をすべきマンション管理士

の登録数は、平成１９年度末時点で１５，６６１人にのぼり、個別のマンション

管理組合との顧問契約、相談会やセミナーを通じたサポート等、多様な活動を行

っているところである。 
平成１５年度のマンション総合調査によると、区分所有者である理事長が管理

等の中心的主体となる管理者となっている管理組合が８７．０％にのぼり、管理

業者が管理者となっている管理組合は４．９％に過ぎない。一方で、平成２０年

度の社団法人高層住宅管理業協会の調査によると、約 9 割の管理組合が管理業者

と管理委託契約を締結し、適正化法で定める管理事務を委託している。したがっ

て、マンションの管理の適正化を図る上で、管理業者の果たす役割も重要なもの

となっている。ただし、平成１５年度のマンション総合調査によると、管理会社

への委託に関する管理組合の意向では、管理業者にすべて任せたほうがよいとす

る管理組合が１割に満たないのに対し、管理業務を管理業者に委託しても、方針

は管理組合で決めるとしている管理組合が８割強になっており、管理組合の自治

意識や、管理業者に対するチェック機能の意識がうかがえる。 
 
② 計画的な維持管理に対する取組み 

マンションの快適な居住環境を確保し、資産価値の維持・向上を図るためには、

適時適切な維持修繕を行うことが必要である。実際の大規模修繕は、工事の種類

にもよるが、約１０～１５年周期で実施しているものが多い。こうしたマンショ

ンの経年による劣化に対応するためには、あらかじめ長期修繕計画を策定し、必

要な修繕積立金を積み立てておくことが重要である。 
平成１５年度マンション総合調査によると、８３．０％の管理組合が長期修繕

計画を作成しており、長期修繕計画に基づいて修繕積立金額を設定している管理

組合は７７．１％になっているが、２５年以上の計画期間をもつ長期修繕計画を

設定している管理組合の割合は約２０％にとどまっている。長期修繕計画は、約

半数の管理組合において管理業者が策定主体になっており、長期修繕計画を作成

している管理組合のうち、管理組合が作成主体になっているものは２０．５％に

過ぎない。要因としては、適切な長期修繕計画の策定にあたっては、専門的な知

識や検討、調査・診断のための費用負担等が必要であり、そのための管理組合内

の合意形成が容易でないことが挙げられる。 
実際に徴収されている修繕積立金の戸当たり平均額は、平成１５年度マンショ
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ン総合調査のデータをもとに国土交通省が再集計したところによると、平成１５

年時点で月９，０６６円となっており、管理組合あたりの平均積立額は、約７，

７００万円となっている。実際に大規模修繕工事を行った管理組合のうちの７２．

２％が、こうした修繕積立金によって修繕工事費の全てをまかなえており、それ

以外の管理組合は、一時徴収金や借入金も含めて大規模修繕工事を行っている。 
 
③ 多様なマンション形態の存在 

一つの建物に多くの人々が居住するという形態の中でも、様々な形態が存在す

る。 
団地型マンションは、単棟型のマンションと異なり、団地内の棟数、建物規模、

構造の差異、分譲時期の差異等が、維持管理上の条件に影響を及ぼすため、長期

修繕計画や修繕積立金の設定に充分な考慮が必要となり、そのための合意形成に

困難が伴う。特に、団地型マンションは、高度経済成長期に大量供給されたもの

も多く、老朽化が進んでいると考えられるため、そうしたストックを円滑に再生

させていく必要がある。 
超高層マンションは、ここ１０年程度でその供給量が大幅に増えてきた比較的

新しい居住形態であるが、規模が大きく、構造が複雑になるため、外壁、設備等

の修繕費が他のマンションよりも高額になる傾向がある。現在のところ、老朽化

が進んでいないため、大規模修繕や改修・建替えの時期を迎えたものはまだ多く

ないと考えられるが、今後、そうした場面において、合意形成が課題となると考

えられる。 
 
④ マンションの管理等をめぐる紛争 

一つの建物を多くの人が区分して所有するマンションは、各区分所有者等の共

同生活に対する意識の相違、多様な価値観を持った区分所有者間の意思決定の難

しさ、利用形態の混在による権利・利用関係の複雑さ、建物構造上の技術的判断

の難しさといった特殊性があり、それはマンションの管理等の現場における様々

な紛争を誘発している。平成１５年度のマンション総合調査によれば、過去にト

ラブルが発生していないとする管理組合は、約７％に過ぎず、ほとんどのマンシ

ョンは何らかのトラブルを抱えている。マンションの管理等をめぐる紛争に関し

ては、適正化法に基づきマンション管理適正化推進センターとして指定され、相

談業務を行っている財団法人マンション管理センターに平成１９年度に寄せられ
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た相談件数は、９，０００件を超えるなど、区分所有者や管理組合等の関係者に

とって、紛争処理への対応は大きな課題となっている。その内訳は、理事会・管

理組合の運営、区分所有法や標準管理規約の解釈、管理費等の滞納、騒音やペッ

ト等の近隣紛争等、非常に多岐に渡る。 
特に、適時適切な維持修繕を実行するための長期修繕計画の実効性を確保する

ためには、修繕内容及び資金計画を適正かつ明確に定め、それらをマンションの

区分所有者等に充分周知させることが必要であるが、実際には、平成１５年度の

マンション総合調査によれば、滞納に関するトラブルが発生しているマンション

の割合は４１．４％、３ヶ月以上の滞納が発生しているマンションは３２．０％

にのぼり、多くのマンションにおける深刻な問題になっている。 
こうした紛争は、今後マンションストック数の増加、建物の老朽化、居住者の

高齢化、賃貸化の進行等を背景に、ますます増加し、それらをきっかけとして、

マンションの管理機能が低下していくことも懸念される。 
 
（４）改修・建替えの状況 
① 改修の現状 

老朽マンションを中心として、耐震改修やエレベータ設置等のバリアフリー改

修等のニーズを背景に、マンションの改修が行われているところである。改修の

内容については、共用部分のグレードアップや耐震性能の向上、防犯性能の向上、

情報通信設備の設置、外断熱化等の工事が行われている。 
大規模改修工事を実施するに当たっての課題としては、事業費や検討費用の確

保、管理組合への知識・情報提供などが挙げられている。 
耐震改修については、国庫補助制度が設けられているが、耐震改修以外の改修

についてはこれまで補助制度がなく、耐震改修に対する補助制度についても、そ

の活用は分譲・賃貸を含む共同住宅で 2000 戸強にとどまっている状況である。 
管理組合への知識・情報提供については、国におけるマニュアルの整備のほか、

地方公共団体における相談窓口の設置や専門家の派遣等の取組によって対応して

いるところである。 
これまでの改修事例をみると、十分資金を確保できたマンションにおいては、

大規模修繕工事と併せてさらにグレードアップを図る改修の実施まで行われてい

るという状況がある一方、修繕積立金だけでは資金が十分ではないことから、補

助金や借入金などによって資金調達を行っている状況も見受けられる。 
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② 建替えの現状 

マンションの建替えに関しては、これまで、平成２０年１０月時点で１２９件

（被災マンションは含まない。）の完了事例があるが、老朽マンションのストック

全体の一部にとどまっている。 

建替えを進めるための課題としては、現在のマンションが建築基準法上既存不

適格であるという問題や、検討費用の確保、修繕・改修又は建替えのいずれにす

るかの判断の難しさ、高齢居住者や低所得者などの個別の事情への配慮が必要で

あること等が挙げられている。 

マンション建替えについては、優良建築物等整備事業においてマンション建替

タイプの補助制度があるほか、融資、税制等の支援制度が整備され、活用されて

いるところである。 

管理組合への知識・情報提供については、改修と同様、国におけるマニュアル

の整備のほか、地方公共団体における相談窓口の設置や専門家の派遣等の取組み

によって対応しているところである。 

これまでの建替え事例をみると、都心や駅前など、立地条件の良いマンション

については、事業協力者の協力によって建替え事業が進められているが、郊外の

マンションや建築規制の厳しいマンションでは、事業協力者の協力が得られにく

いため、建替えが進まない状況が見受けられる。さらに、かつて供給された大規

模な団地では、更新期を迎えているものの、何棟もの敷地が共有状態となってい

るため、建替えの実現が難しい状況が見受けられる。 

 

２．マンション政策の経緯と現状 

（１）国の取組み 

マンションが国民の重要な居住形態として定着する過程においては、国において

も、各種の施策を実施してきた。 

昭和３０年代後半、建物を階層的に区分所有する事例が増えたことを受けて、従

来の民法の規定ではその権利関係が適正に規制できなくなったことから、建物の区

分所有関係を民法から独立して規律するため、昭和３７年に区分所有法が制定され、

区分所有建物の共用部分の管理等のルールが確立された。 

その後区分所有法は、昭和５８年に、マンションの著しい普及等に伴って発生し

た新たな権利関係、管理関係の問題に対処すべく、規約や集会、管理者等の制度に
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ついても規定を拡充する等を主旨とする改正がなされ、また、平成１４年には、建

替えの円滑化のために、建替え決議要件を緩和すること等を主旨とする改正がなさ

れた。 

マンションストックの数量的な増加により、マンションの管理をめぐる諸問題が

顕在化したことを踏まえ、適正化法が平成１２年に制定され、マンション管理士制

度、マンション管理業の登録制度、マンション管理適正化推進センターの規定等が

規定されるとともに、同法に基づいて国土交通省が作成した「マンションの管理の

適正化に関する指針」においては、管理組合によるマンションの管理の適正化を推

進するための方向性や必要事項が示された。 

また、建築後相当年数を経たマンションが急速に増加していくことが見込まれた

ことから、その円滑な建替えを推進するため円滑化法が平成１４年に制定された。 

国土交通省は、こうした法律等の趣旨を踏まえ、各種ガイドラインやマニュアル

等の策定、普及啓発に努めてきた。 

個々のマンションが管理規約を定める場合の標準モデルとして、昭和５７年に

「中高層共同住宅標準管理規約」を定め、活用を促してきた。昭和５８年には、区

分所有法の改正の趣旨に併せて改訂し、その後、適正化法制定、区分所有法改正、

円滑化法制定を受け、平成１６年に、管理組合が各マンションの実態に応じて、管

理規約を制定、変更する際の参考という位置づけとして、新たに「マンション標準

管理規約」として公表し、「マンション標準管理規約コメント」とともに、その周

知を図ってきたところであり、平成１７年には、マンションの適正な管理に関する

基本的事項についての標準的な対応を示すため、「マンション管理標準指針」を策

定した。平成１８年に閣議決定された住生活基本計画（全国計画）では、２５年以

上の長期修繕計画に基づく修繕積立金額を設定している分譲マンション管理組合

の割合を、平成１５年度の２０％から、平成２７年度には５０％とする目標が掲げ

られ、平成２０年には、適正な長期修繕計画に基づいた維持修繕を促進するため、

「長期修繕計画標準様式・作成ガイドライン」を策定した。 

円滑化法第４条第１項に基づく「マンション建替えの円滑化等に関する基本的な

方針」に従って、国土交通省は、管理組合や専門家の取組みを支援するため、平成

１５年に「マンションの建替えに向けた合意形成に関するマニュアル」及び「マン

ションの建替えか修繕かを判断するためのマニュアル」を、平成１７年に「マンシ

ョン建替え実務マニュアル」を策定した。さらに、改修の取組みを促進するため、

平成１６年に「改修によるマンション再生手法に関するマニュアル」を、平成１９
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年に「マンション耐震化マニュアル」を策定した。 

また、管理組合が大規模修繕工事等の履歴を登録し、必要なときに参照できるよ

うにすることにより、精度の高い長期修繕計画の策定や適切な修繕工事を実施でき

るようにする等管理等のレベルアップを図り、また、インターネットを通じてマン

ションの管理情報を公開し、マンション購入希望者に対して管理情報を提供するこ

とで市場における流通の促進を図ること等を目的として、マンション履歴システム

（マンションみらいネット）が整備され、その普及が図られている。 

 
（２）地方公共団体の取組み 

大都市圏を中心として、マンションを多く抱える地方公共団体では、区分所有者

等を支援するための取組みを行っている。 

実態把握の取組みとしては、定期的に域内のマンションの実態を把握するための

調査を実施し、又は、マンションの登録制度を設けている自治体がある。 

情報提供や苦情相談のための対応としては、地方公共団体の内外に相談窓口を設

置し、マンション管理士会等の専門家団体と連携して相談会や説明会等を実施して

いるほか、ガイドライン、マニュアル等を作成している例がある。また、一部の自

治体では、管理や建替えに関する専門家をアドバイザーとして派遣している。 

改修・建替えに対する支援としては、耐震診断・耐震改修、建替え等に対して補

助や融資、利子補給等の支援を行っている地方公共団体がある。 

 

３．今後のマンション政策における基本的な考え方 

（１）住宅ストックとしてのマンションの重要性 
我が国におけるマンションは、土地利用の高度化の進展に伴い、都心居住という

利便性や住空間の有効活用という機能性に対する積極的な評価等もあり、国民の約

１割が居住する重要な住宅ストックとして位置づけられる状況にある。近年は、単

棟のマンションや団地型のマンションのほか、超高層マンションの出現等、居住ニ

ーズ等に対応した多様な形態のマンションも見られるところである。また、マンシ

ョンは、居住者にとっての生活基盤であるとともに、地域にとってまちづくりやコ

ミュニティ活動の拠点となる重要な社会基盤でもある。このように、マンションは、

個人の私的生活の場にとどまらず、活力・魅力ある地域社会を形成する上でも重要

な要素であり、このような社会的なストックとしての重要性からすれば、マンショ

ンについては、日々の管理のみではなく、改修あるいは建替えといったマンション
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のライフサイクル全体をとらえ、そのあるべき姿を念頭に置いて維持管理・再生を

することにより、マンションが良質な住宅ストックとなるよう、マンション政策を

実施していく必要がある。 
 
（２）マンションの管理等に行政が政策的に関与することの意義 

マンションの管理については、適正化法に基づき、国が策定・公表した「マンシ

ョンの管理の適正化に関する指針」において、管理組合はこの指針の定めるところ

に留意してマンションを適正に管理するよう努めなければならない等と規定して

いるとおり、そのマンションの区分所有者や管理組合自らが最終的には意思決定し

て行っていくべき性格のものである。しかしながら、これに国等の行政が政策的に

関与することには、一定の意義があるものと考えられる。この場合、基本的には、

国は全国規模で適用される法令や制度の創設、運用指針等の策定などを行い、地方

公共団体は国の定めた法令等を遵守しながら、地域の実情等の把握やこれに対応し

た相談体制の充実等の施策の実施を行う等のそれぞれの役割を担うものと考えら

れる。具体的には、行政が関与する意義としては、以下の点が考えられる。 
まず、マンションは、国民の約１割が居住する重要かつ普遍的な居住形態となっ

ており、その適切な維持管理・再生が行われないと、マンションの居住者のみなら

ず、周辺の居住環境やコミュニティにも悪影響を及ぼす懸念がある。こうした外部

性の問題を解決するためには、国及び地方公共団体の関与が必要である。 
また、一つの建物を、多様な価値観を持った多くの人々が区分して所有するがゆ

えの区分所有者間の意思決定の難しさ、利用形態の混在による権利・利用関係の複

雑さ等といった区分所有形態の特殊性に対して、国の関与によって法令、指針等の

制度面での環境整備を通じて、その取引費用を軽減することである。これまでも、

マンションの管理等に関しては、区分所有法、適正化法等の諸法令、マンションの

管理に関する標準管理規約等、私法のみならず行政法においても合意形成に係る手

続きに関する必要な制度等が定められ、これらを国や地方公共団体が運用すること

によって、円滑なマンションの維持管理・再生が行われているところである。 
 さらに、マンションの区分所有者は基本的に管理等の専門家ではない。しかしな

がら、実際問題には、区分所有者が管理組合を構成し、マンションの管理等をしな

ければならないとは言え、現実にはマンションの管理等は専門的知識を要する事項

が多く、多くの区分所有者にとって差し迫った課題となっている。この課題に対処

するため、まず、適正化法において、国土交通大臣はマンションの管理の適正化の
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推進を図るため、マンションの管理に関する資格制度の創設、業規制の導入を行っ

ており、また、国及び地方公共団体は、マンションの管理の適正化に資するため、

管理組合や区分所有者等の求めに応じ、必要な情報提供等の措置を講ずるよう努め

なければならない旨規定している。その上で、国及び地方公共団体においては、専

門家による支援措置といった管理組合や区分所有者等に対しての情報提供等の支

援、啓発活動等を行っているところである。 
このように、マンションの管理等に対する国、地方公共団体の関与は一定の意義

があり、引き続き、法令等に基づき適正に行われるべきものである。 
 
（３）マンションの管理等についての専門家による支援の重要性 

区分所有者は、基本的に、マンションの管理等について専門家ではない。また、

高齢化、賃貸化、管理への無関心化等の進展により、区分所有者による管理等が十

分に機能していない状況もみられるところである。このため、マンションの管理等

に対しては、区分所有者が基本的には専門家ではないということを前提に、マンシ

ョン管理士、マンション管理業者等のマンションの管理等の専門家が積極的に区分

所有者や管理組合を支援していくことが一層重要となっている。 
また、区分所有者の主体性・自主性に基づく管理組合方式による管理の適正化を

原則としつつ、区分所有者以外の専門家の関与等による管理も選択肢の一つとして、

新たな仕組みや運用も必要となっている。 
 

（４）老朽マンションの再生の重要性 
今後老朽マンションの増加が見込まれるところであり、その再生のための改修・

建替え等の円滑化が重要となっている。マンションの共用部分は居住者が安心して

快適な生活を営む上で不可欠な基盤となるものであるが、居住者の高齢化等に伴い、

通路、階段、エレベータ等の共用部分がバリアフリー対応でない等居住者のニーズ

に適合しなくなるなどの状況が見受けられ、旧耐震基準によって建設された耐震性

の低いマンションも多く存在する。国においては、住宅の質の向上を図るため、新

耐震基準への適合や共同住宅ストックの共用部のユニバーサルデザイン化等につ

いて住生活基本計画において数値目標を定めて施策の推進を図っているところで

あり、マンションについても、国民の豊かな住生活の実現のため、ストックとして

課題のあるマンションの改善について、適切な改修・建替え等を支援していく必要

がある。特に、耐震性の劣っているマンションのほか、都市全体の居住環境に影響
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を及ぼすマンションや、保安上危険又は衛生上有害な状況にあるマンションについ

ては、都市環境や住宅政策の観点から行政としても積極的に改善を求めていく必要

がある。このように老朽マンションの再生が重要とされる一方で、改修・建替え等

の実施に当たっては、管理組合や区分所有者については、資金面や専門的な知識等

の面で必ずしも十分ではない、マンション内の多数の区分所有者の合意形成が必ず

しも容易ではない等の状況が見受けられる。このため、資金面での支援措置の充実、

改修・建替え等のノウハウ等を有する専門家等の関与による事業の実施の推進、円

滑な合意形成を可能とする制度や運用等についての検討を行っていく必要がある。 
改修については、区分所有者の費用負担が問題となるほか、専有部分・共用部分

の区分、専有部分の増改築や専有部分に影響が及ぶ共用部分の改修を行う場合の合

意形成等が問題となることがある。また、建替えについては、事業を実現するまで

に様々な手続が必要となり、建築基準法上既存不適格となっているマンションでは

マンション単体で不適格状態を解消することは難しいなど、法制度上の問題で建替

え実現に至らない場合や円滑に進まない場合がある。円滑化法制定から６年が経過

しているが、建替え事例は多いとは言えず、制度が十分浸透していない一方、建替

え事業の実施には迅速な対応が求められる。また、大規模な団地では合意形成が容

易でないばかりか、建替えを円滑に行うことが難しい、仮住居の確保が難しいとい

った問題がある。このほか、管理組合や有識者等が指摘する多くの課題が存在する。 
このように、マンションが区分所有建物であるがゆえの問題が多く存在し、合意

形成等に要するコストは相当程度掛かるものであるが、このコストの低減等を図る

という観点から、引き続き、老朽マンションの再生に資する政策を行っていくこと

が重要である。 
 

 ４．今後のマンション政策としての具体的施策 

（１）管理組合による計画的な管理等の推進 
マンションにおいては、複数の区分所有者によって管理組合を構成し、マンショ

ンの管理等を行っていくこととなっているため、将来の大規模修繕等に備えて、長

期修繕計画を適切に作成し、これに基づき修繕積立金を計画的に積み立てていくこ

とが重要である。このため、国土交通省においては、平成２０年６月、長期修繕計

画の標準様式、同計画作成ガイドライン等を定めているが、管理組合においては、

これを参考にしつつ、長期修繕計画の策定・見直し等に努めていくことが必要であ

り、また、国や地方公共団体、関係団体等においては、普及啓発活動等を継続的に
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行っていく必要がある。 
また、現在、マンション管理適正化推進センターが行う修繕積立金算出のシミュ

レーション（長期修繕計画作成・修繕積立金算出サービス）が存在するが、様々な

規模や形態のマンションに対応したものとはなっていないこと等から、シミュレー

ションのより一層の充実が必要である。 
さらに、長期修繕計画の策定等に当たっては、マンション管理士等の活用が考え

られる。これに対応した研修等の充実も必要である。 
また、修繕積立金が計画的に積み立てられるよう、あらかじめ、滞納者への督促

手続きを管理規約等に定め、その実効性を確保することが重要である。 
 
（２）管理状況の適正な評価等 

マンションにおける適切な管理状況として、管理組合の運営状況、修繕積立金の

積立状況、修繕履歴や長期修繕計画の内容等について情報開示され、市場でこれら

が適切に評価されることは、マンションの取引が適正に行われるための重要な前提

である。また、このような評価により、区分所有者等にとっても、開示対象の各項

目がマンションの管理等が適切に行われているかどうかを示す指標的な役割を持

つこととなり、良質なマンションとして適切に維持管理等を行っていくためのイン

センティブになるという点で重要である。 
マンション履歴システム（マンションみらいネット）は、このような観点から、

マンションについて管理組合から登録を受け付け、その管理状況や修繕履歴等を情

報開示する仕組みであるが、管理組合において情報開示によるメリット等について

の理解がなお十分には浸透していない状況にある。現在、登録による各種の情報提

供や支援サービス等のインセンティブ付与のための取組みも行われているところ

ではあるが、引き続き、その充実等を図りながら、情報開示のメリットを訴え、普

及を推進していくべきである。 
これらは、既存住宅の流通の促進という観点からも重要であり、既存住宅の流通

促進策との連携も図っていくべきである。 
 
（３）マンション管理士等専門家の活用 

マンションの管理等は専門的な知識を要する事項が多いにもかかわらず、区分所

有者は基本的に、マンションの管理等の専門家ではない。そのため、マンション管

理士やマンション管理適正化推進センター、マンション管理業者等の制度が適正化
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法において位置づけられ、建築士、弁護士等の専門家とともに、専門的な助言、業

務等を行ってきているところである。また、地方公共団体等の地域レベルでは、相

談窓口の設置や相談会の開催、専門家の派遣等、各種の専門家による相談体制や支

援体制が整備されているところも見受けられる。しかしながら、管理組合の運営等

をめぐる紛争についての全国規模での相談体制、支援体制は、マンション管理適正

化推進センターによる相談業務等はあるものの、いまだ不十分あり、その充実が必

要である。また、全国規模での体制整備を支える、専門家の能力向上・維持のため

の体系的かつ定期的な研修や人材育成の実施・充実により、マンション管理士等の

専門家の能力を向上させマンションの管理の適正化に資することが重要である。 
 

（４）第三者管理者の活用による管理の適正化促進 
区分所有法では、区分所有者でない第三者もマンションの管理者となることがで

き、区分所有者ではない第三者を管理者として、マンションの管理等を行わせるこ

とができることとされている。この第三者管理者の仕組みを活用して、マンション

の管理等に精通した者を管理者としてマンションの管理等を行わせることは、区分

所有者がマンションの管理等の専門家ではないこと、さらに、最近は区分所有者の

高齢化、賃貸化、管理への無関心化等の進展により適正な管理等が必ずしも行われ

ていない事例も見受けられるようになってきており、今後も増加することが見込ま

れる。この第三者管理者には、管理等に関する権能が集中し、専門家として効率的

に業務を遂行できるというメリットがある一方で、区分所有者ではないこと等から、

区分所有者の意思を離れて、不適切な管理等が行われるおそれがあるというデメリ

ットがある。また、第三者管理者の場合、区分所有者が管理者となる場合と比較し

て新たな管理コストが生じるなど、コストの上昇が想定される。このように、第三

者管理者の管理方式については、管理等を依頼する区分所有者や管理組合の側にお

いても、管理等を依頼されるマンション管理業者等の第三者管理者側においても、

現在、実際の運用においては、必ずしも、お互いに安心して依頼し依頼される関係

の構築に至っていない。このため、管理者となる者及び管理組合の双方にとって有

益な選択肢となり、かつ、第三者管理者が適切に活用されるための環境整備が必要

である。 
まず、第三者管理者が機能している成功事例等の実態把握や第三者管理者方式を

導入しようとするモデル的な管理組合への専門家派遣等の支援等を行い、事例集の

取りまとめ等を通じてノウハウ蓄積を行うべきである。その過程では、マンション
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管理業者等の第三者管理者による区分所有者等への定期的な業務報告といった情

報開示及びその業務に対する監査等のチェックの仕組みや運用、管理コストの低減

につながる管理方法、第三者管理者の場合の財産の分別管理等のあり方等の実務面

での課題を抽出し、そのうえで、これらの課題に対する対応方針を検討し、対応策

を講ずるべきである。 
さらに、マンション管理業者やマンション管理士等の関係団体において、適切な

第三者管理者として業務が実施されるよう、研修や人材育成等を行うことも有益と

考えられ、このような自発的な取組みも期待されるところである。 
 
（５）管理組合が機能していないマンションへの対応 

管理への無関心化や担い手の不足により、管理組合が機能していないマンション、

そもそも管理組合すら存在しないマンション等の存在が指摘されている。また、今

後、高齢化、賃貸化、無関心化の進行等を背景に、こうしたマンションが増加する

おそれがあるにもかかわらず、こうしたマンションに対して、現行の制度では、積

極的に管理の適正化を促す有効な施策が行われていない。 
国、地方公共団体等は、引き続き区分所有者等への啓発活動を実施し、こうした

マンションの発生及び増加を未然に防ぐとともに、こうしたマンションの実態把握

に努めつつ、諸外国の事例等も踏まえながら、こうしたマンションに対する関与の

あり方について検討すべきである。 
 
（６）老朽マンションの再生の促進 

老朽マンションの再生は、喫緊の重要課題である。老朽マンションの再生に当た

っては、区分所有者において、改修、建替え等の再生方法を選択することとなるが、

その過程に関しては、資金面・ノウハウ面での不安、区分所有者間での合意形成の

困難性への懸念等が見受けられるところである。したがって、これらの懸念等に対

応して、改修・建替え等に対する支援措置の充実を図っていくほか、区分所有者が

より容易かつ円滑に改修・建替え等に取り組むことのできるよう、情報提供、ノウ

ハウ等を有する専門家等の関与による事業の実施の推進、円滑な合意形成を可能と

する制度や運用等についての検討を行っていく必要がある。これらについて、国及

び地方公共団体は、資金面での総合的な支援に努めるほか、必要となる情報の提供、

相談窓口の整備、専門家の派遣等の対策を進めていくことが重要である。また、地

方公共団体においては、地域の実情を踏まえつつ、転出や仮移転をする居住者の居
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住の安定確保のため、公営住宅等の公共賃貸住宅の活用その他の多様な支援に努め

ることが求められる。 
資金面については、区分所有者等による負担を基本としつつも、居住者が安心し

て快適な生活を営む上で不可欠な基盤であることに配慮し、必要な助成のほか、資

金の確保について十分な支援措置が必要である。特に、初動期においては検討費用

の確保が難しいことや、費用負担の困難な高齢者、低所得者等も存在することなど

に配慮し、きめ細やかな対策を講じていくことが重要である。地方公共団体におい

ては、財政状況等の事情から十分な支援措置が行われていないなどの課題もあると

ころであるが、耐震性の劣っているマンションのほか、都市全体の居住環境に影響

を及ぼすマンションや、保安上危険又は衛生上有害な状況にあるマンションについ

ては、都市環境や住宅政策の観点から、行政としても積極的に改善を求めていく必

要があり、特に耐震改修の促進については支援措置の充実が求められるところであ

る。 
このほか、大規模な団地における建替えや建築基準法上の既存不適格の解消など、

マンション単体では解決が難しい問題については、行政としても、地域の実情に応

じて適切な対策を講じていく必要がある。 
また、老朽マンションの再生に関しては、規制改革会議におけるヒアリングや管

理組合等に対するアンケート調査等の結果、建替え決議、団地における建替え決議、

被災マンションの再建、円滑化法における認可手続等に関して、管理組合や有識者、

事業者が指摘する多くの課題が存在する。 
このため、建替えに関する手続の合理化を図る観点から、円滑化法等について法

制度上隘路となっている問題の解消を図るなど、適切な措置を講じていく必要があ

る。また、耐震性の低いマンションの建替えや被災したマンションの再建が円滑に

進むための措置や、団地における一括建替え、一部建替えや段階的な建替えを行い

やすくするための方策等について、広く議論を行っていく必要がある。この際、多

くの区分所有者等が関係する老朽マンションの再生に当たっては、取引費用の軽減

を考慮すべきであること等を踏まえて、その仕組みや運用を考えていくべきである。 
 
（７）マンションの管理等をめぐる紛争処理への対応 

マンションの管理等をめぐる紛争に関しては、マンション管理適正化推進センタ

ーが行う相談業務があるが、同センターへの相談件数は、平成１９年度で 9,000 件

を超えるなど、区分所有者や管理組合、管理会社等の関係者にとって、紛争処理へ
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の対応は大きな課題となっている。この場合、マンションの管理等をめぐる紛争は

多岐にわたり、それぞれの紛争の形態等に対応した処理が求められる。例えば、技

術的・専門的な知識の不足に伴う紛争については、専門家等の指導・助言による支

援体制を整備することで一定の対応が可能であると考えられる。 
また、管理費等の滞納の紛争については、現在、深刻な問題の一つであり、現行

制度上少額訴訟や区分所有権の競売の請求等の対処策が用意されてはいるが、一定

の要件があるなど、滞納に係る紛争の円滑な解決という観点からは必ずしも十分で

はないとの指摘もある。マンションの管理等の実務としては、あらかじめ、管理規

約や使用細則等で、滞納に対する段階的な督促手続きや管理組合による滞納者への

制裁措置等を定め、滞納に対する管理組合の姿勢を区分所有者に明示して、予防的

に対応することも考えられる。 
また、管理組合の運営や管理組合の役員の不適切な業務実施をめぐる紛争、マン

ションでの相隣関係をめぐる紛争についても、同様に、マンションの管理等の実務

では、管理規約等で予防的な措置等をあらかじめ定めることが考えられる。これら

の管理規約等の定めについて、事例研究等を行い、管理規約等における参考となる

規定事例集の作成とその普及啓発を行うことも有効であり、推進すべきである。 
さらに、今後、多岐にわたるマンションをめぐる紛争の中で紛争解決の対象とし

て適切なものを特定した上で、第三者機関による裁判外の紛争解決（ＡＤＲ）手続

きを導入することも検討すべきである。この場合、裁判外紛争解決手続きの利用の

促進に関する法律に基づく認証等を活用して導入することも考えられる。 
 
（８）多様なマンション形態に対応した施策 

現在、多様な形態のマンションが存在し、これらの形態に対応した施策を行って

いくことも必要である。 
団地型のマンションにおける管理については、複数の棟のマンションが団地を構

成していることから、団地全体の管理と各棟の管理との間で、例えば、管理費や修

繕積立金の額を棟ごととするのか団地全体での一律の設定とするのかなど、調整を

要する。各棟により事情が異なる場合は、なるべく、諸事情に対応して棟ごとに、

管理費等の額の設定や徴収等を行うことが望ましいと考えるが、円滑にこれらが実

施されるように、団地型マンションにおける管理のガイドラインの作成、その適切

な管理に資する啓発等が必要である。さらに、団地型マンションの改修、建替え等

の再生についても、前述の通り、その円滑な実施の上で課題が多い。これらの課題
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解決のための検討を進めるべきである。なお、団地型マンションの管理等の実態に

関しては、管理規約の現状等、必ずしも明らかではない面があり、その実態把握等

を行うべきである。 
さらに、近年、超高層マンションが多数出現している。その供給量は最近急増し

ており、これから本格的に大規模修繕などが必要な時期を迎えるものが多いと見込

まれるが、超高層マンションでの管理の実態等は必ずしも明らかでない面もあり、

引き続き、その実態把握及び課題の抽出を行うべきである。その上で、必要に応じ

て、課題に対応した制度、運用等の見直し等を検討していくべきである。 
 
むすび 

マンション政策は、マンションの着実な増加等に伴い、今後、ますます重要とな

っていくものと考えられる。また、マンション政策は、国土交通省のみならず、法

務省その他の関係省庁、地方公共団体、管理組合、関係業界・団体等の多くの関係

者・関係機関との連携の中で推進していくべきものである。 
国土交通省においては、本答申を踏まえ、住宅政策等の観点から、順次、政策の

実施、必要な検討等を進めるとともに、関係者・法務省等の関係機関と情報を密に

する等により今後のマンション政策のあり方について真摯に議論を行う等の取組

みを行われたい。 
    


